
一
七
一

第
三
章　

分
科
会　
　

（
一
七
八
）

第
三
章　

分
科
会

一
七
八　

予
算
委
員
会
及
び
決
算
委
員
会
は
、
審
査
の
便
宜
の
た
め
、
こ
れ
を

数
個
の
分
科
会
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る

予
算
委
員
会
及
び
決
算
委
員
会
は
、
審
査
の
便
宜
の
た
め
、
こ
れ
を
数
個
の
分
科
会
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
定
め
で

あ
る
。

予
算
委
員
会
を
分
科
会
に
分
け
る
と
き
は
、
四
分
科
会
に
分
け
る
の
を
例
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
九
回
国
会
に
お
い

て
昭
和
二
十
九
年
度
総
予
算
の
審
査
に
当
た
り
、
三
分
科
会
に
分
け
、
ま
た
、
第
八
十
四
回
国
会
に
お
い
て
昭
和
五
十

三
年
度
総
予
算
の
審
査
に
当
た
り
、
五
分
科
会
に
分
け
た
例
が
あ
る
。

決
算
委
員
会
を
分
科
会
に
分
け
る
と
き
は
、
二
分
科
会
に
分
け
る
の
を
例
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
回
国
会
に
お
い
て

昭
和
二
十
年
度
決
算
の
審
査
に
当
た
り
、
三
分
科
会
に
分
け
た
例
が
あ
る
。

（
注
）
1　

予
算
又
は
決
算
以
外
の
案
件
審
査
の
た
め
に
分
科
会
を
設
け
た
例
は
な
い
。

2　

予
算
委
員
会
は
、
第
九
十
四
回
国
会
に
お
け
る
昭
和
五
十
六
年
度
総
予
算
の
審
査
ま
で
は
分
科
会
に
分
け
る
の
を
例
と
し

規
第
七
五
条



一
七
二

た
（
第
十
三
回
国
会
、
第
十
五
回
国
会
、
第
十
六
回
国
会
及
び
第
七
十
七
回
国
会
は
分
科
会
に
分
け
な
か
っ
た
。）
が
、
参

議
院
規
則
の
一
部
改
正
（
昭
和
五
十
七
年
三
月
三
日
議
決
）
に
よ
り
委
嘱
審
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
第
九

十
六
回
国
会
に
お
け
る
昭
和
五
十
七
年
度
総
予
算
の
審
査
以
降
に
お
い
て
は
、
分
科
会
を
設
け
て
い
な
い
。

3　

決
算
委
員
会
は
、
第
一
回
国
会
か
ら
第
七
回
国
会
ま
で
分
科
会
に
分
け
て
い
た
が
、
第
八
回
国
会
以
後
分
科
会
を
設
け
た

例
は
な
い
。

参
照　

六
五
号
、
六
六
号
、
七
三
号
、
一
七
九
号
、
一
九
六
号
、
諸
表
一
七

一
七
九　

分
科
会
を
設
置
す
る
に
は
、
委
員
長
の
発
議
に
よ
り
、
委
員
会
に
お

い
て
決
定
す
る

分
科
会
を
設
置
す
る
に
は
、
委
員
長
の
発
議
に
よ
り
、
分
科
会
の
数
、
分
科
会
の
担
当
事
項
及
び
分
科
担
当
委
員
の
数

に
つ
い
て
、
委
員
会
に
お
い
て
決
定
す
る
。

な
お
、
予
算
委
員
会
に
お
い
て
は
、
分
科
会
の
審
査
期
間
に
つ
い
て
も
併
せ
て
決
定
す
る
の
を
例
と
す
る
が
、
審
査
開

始
日
の
み
を
定
め
た
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

第
五
十
一
回
国
会
予
算
委
員
会
（
昭
和
四
十
一
年
三
月
二
十
八
日
）
に
お
い
て
、
昭
和
四
十
一
年
度
一
般
会
計
予
算

規
第
七
五
条



一
七
三

第
三
章　

分
科
会　
　

（
一
七
九
、
一
八
〇
）

外
二
件
の
審
査
の
た
め
分
科
会
を
設
置
す
る
に
当
た
り
、
委
員
長
石
原
幹
市
郎
君
は
、
同
月
二
十
九
日
か
ら
分
科

会
の
審
査
を
行
う
こ
と
を
発
議
し
た
と
こ
ろ
、
委
員
会
は
こ
れ
を
可
決
し
た
。

参
照　

一
七
八
号
、
一
八
〇
号
、
諸
表
一
七

一
八
〇　

分
科
担
当
委
員
の
数
は
、
各
分
科
会
と
も
ほ
ぼ
同
数
と
す
る
の
を
例

と
す
る

分
科
担
当
委
員
の
数
は
、
各
分
科
会
と
も
ほ
ぼ
同
数
と
す
る
の
を
例
と
す
る
。

な
お
、
分
科
担
当
委
員
の
ほ
か
兼
務
委
員
を
置
い
た
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

第
七
回
国
会
予
算
委
員
会
（
昭
和
二
十
五
年
三
月
三
十
日
）
に
お
い
て
、
委
員
長
山
田
佐
一
君
の
発
議
に
よ
り
、
分

科
担
当
委
員
の
ほ
か
兼
務
委
員
を
置
く
こ
と
と
し
、
そ
の
選
任
は
委
員
長
の
指
名
に
よ
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

よ
っ
て
委
員
長
は
、
委
員
の
希
望
を
参
酌
し
て
第
二
分
科
会
及
び
第
三
分
科
会
に
各
二
名
の
兼
務
委
員
を
指
名
し

た
。

○
分
科
会
の
兼
務
委
員
に
関
す
る
予
算
委
員
会
決
定

第
七
回
国
会
予
算
委
員
会
（
昭
和
二
十
五
年
三
月
三
十
日
）



一
七
四

一　

一
人
で
兼
務
す
る
こ
と
が
で
き
る
分
科
の
数
は
一
個
分
科
に
限
る
。

二　

各
分
科
の
兼
務
委
員
の
数
は
原
則
と
し
て
そ
の
分
科
担
当
委
員
数
の
半
数
以
上
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

三　

分
科
会
に
お
け
る
兼
務
委
員
の
議
決
権
は
認
め
な
い
。
ま
た
、
分
科
会
の
定
足
数
に
は
兼
務
委
員
を
加
え
な
い
。

参
照　

一
七
九
号
、
一
八
一
号
、
一
八
三
号
、
諸
表
一
七

一
八
一　

分
科
担
当
委
員
は
、
各
会
派
の
所
属
委
員
数
の
比
率
に
よ
り
各
会
派

に
割
り
当
て
る

各
分
科
会
の
分
科
担
当
委
員
は
、
各
会
派
の
所
属
委
員
数
の
比
率
に
よ
り
各
会
派
に
割
り
当
て
る
。

参
照　

一
七
九
号
、
一
八
〇
号
、
一
八
二
号

一
八
二　

分
科
担
当
委
員
は
、
各
会
派
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
委

員
長
が
委
員
会
に
お
い
て
指
名
す
る
の
を
例
と
す
る

分
科
担
当
委
員
の
選
任
は
、
委
員
長
の
発
議
に
よ
り
委
員
長
の
指
名
に
一
任
す
る
の
を
例
と
す
る
。



一
七
五

第
三
章　

分
科
会　
　

（
一
八
一
―
一
八
三
）

委
員
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
各
会
派
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
委
員
会
に
お
い
て
指
名
す
る
の
を
例
と
す
る
が
、

委
員
会
に
お
い
て
指
名
し
な
か
っ
た
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

第
四
十
回
国
会
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
昭
和
三
十
七
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
の
審
査
に
当
た
り
、
昭
和
三
十

七
年
三
月
二
十
四
日
分
科
会
を
設
置
し
た
が
、
分
科
担
当
委
員
は
、
同
月
二
十
六
日
の
委
員
会
散
会
後
に
指
名
し

た
。

そ
の
他
同
例
が
あ
る
。

第
四
十
六
回
国
会
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
昭
和
三
十
九
年
度
一
般
会
計
予
算
外
二
件
の
審
査
に
当
た
り
、
昭
和
三

十
九
年
三
月
二
十
四
日
分
科
会
を
設
置
し
た
が
、
分
科
担
当
委
員
は
、
同
日
の
委
員
会
散
会
後
に
指
名
し
た
。

参
照　

一
七
九
号
、
一
八
一
号
、
一
八
三
号

一
八
三　

委
員
長
は
、
分
科
担
当
委
員
と
な
る

委
員
長
は
、
分
科
担
当
委
員
と
な
る
の
を
例
と
す
る
。



一
七
六

一
八
四　

分
科
担
当
委
員
の
辞
任
の
許
可
及
び
補
欠
選
任
は
、
あ
ら
か
じ
め
委

員
長
に
一
任
す
る
の
を
例
と
す
る

分
科
担
当
委
員
の
辞
任
の
許
可
及
び
補
欠
選
任
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
に
一
任
す
る
の
を
例
と
す
る
。

な
お
、
同
一
委
員
の
分
科
担
当
委
員
の
変
更
は
一
日
一
回
限
り
と
す
る
。

参
照　

一
二
号
、
一
八
二
号
、
一
八
五
号

一
八
五　

補
欠
と
し
て
選
任
さ
れ
た
委
員
は
、
前
任
者
の
分
科
会
を
担
当
す
る

補
欠
と
し
て
選
任
さ
れ
た
委
員
は
、
委
員
長
の
指
名
に
よ
り
、
前
任
者
の
所
属
し
て
い
た
分
科
会
の
分
科
担
当
委
員
と

な
る
。

参
照　

一
八
二
号
、
一
八
四
号



一
七
七

第
三
章　

分
科
会　
　

（
一
八
四
―
一
八
七
）

一
八
六　

主
査
及
び
副
主
査
は
、
分
科
会
の
審
査
開
始
日
に
選
任
す
る
の
を
例

と
す
る

主
査
及
び
副
主
査
は
、
分
科
会
の
審
査
開
始
日
に
選
任
す
る
の
を
例
と
す
る
が
、
審
査
開
始
日
の
前
に
選
任
し
た
例
も

あ
る
。

参
照　

一
八
七
号

一
八
七　

主
査
及
び
副
主
査
の
互
選
に
当
た
っ
て
は
、
分
科
担
当
委
員
中
の
年

長
者
が
主
査
の
職
務
を
行
う 

主
査
及
び
副
主
査
は
、
会
派
に
対
す
る
割
当
て
に
基
づ
き
、
当
該
会

派
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
年
長
者
の
指
名
に
よ
り
選
任
す

る
の
を
例
と
す
る

分
科
担
当
委
員
選
任
後
初
め
て
開
会
す
る
分
科
会
は
、
分
科
担
当
委
員
中
の
年
長
者
が
こ
れ
を
招
集
し
、
主
査
及
び
副

規
第
七
五
条

規
第
七
五
条



一
七
八

主
査
の
互
選
に
つ
き
主
査
の
職
務
を
行
う
。

年
長
者
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
出
席
分
科
担
当
委
員
中
の
年
長
者
が
主
査
の
職
務
を
行
う
。

主
査
及
び
副
主
査
は
、
投
票
に
よ
ら
な
い
で
、
理
事
会
に
お
い
て
定
め
た
会
派
に
対
す
る
割
当
て
に
基
づ
き
、
当
該
会

派
か
ら
あ
ら
か
じ
め
推
薦
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
年
長
者
の
発
議
又
は
分
科
担
当
委
員
の
動
議
に
よ
り
、
年
長
者
の
指

名
に
よ
り
選
任
す
る
の
を
例
と
す
る
が
、
年
長
者
を
主
査
又
は
副
主
査
に
選
任
す
る
場
合
に
は
、
分
科
担
当
委
員
の
推

薦
の
動
議
に
よ
る
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

一
八
六
号

一
八
八　

主
査
及
び
副
主
査
を
選
任
し
た
と
き
は
、
選
任
の
当
日
文
書
を
も
っ

て
委
員
長
に
報
告
す
る

主
査
及
び
副
主
査
を
選
任
し
た
と
き
は
、
主
査
の
職
務
を
行
っ
た
年
長
者
か
ら
、
ま
た
、
主
査
又
は
副
主
査
の
補
欠
選

任
を
行
っ
た
と
き
は
、
副
主
査
又
は
主
査
か
ら
、
選
任
の
当
日
そ
の
結
果
を
文
書
を
も
っ
て
委
員
長
に
報
告
す
る
。

参
照　

一
八
七
号

（
規
第
七
五
条
）



一
七
九

第
三
章　

分
科
会　
　

（
一
八
八
―
一
九
〇
）

一
八
九　

主
査
、
副
主
査
共
に
事
故
が
あ
っ
た
た
め
、
出
席
分
科
担
当
委
員
中

の
年
長
者
が
主
査
の
職
務
を
行
っ
た
例

第
二
回
国
会
予
算
委
員
会
第
四
分
科
会
（
昭
和
二
十
三
年
六
月
二
十
五
日
）
に
お
い
て
、
主
査
、
副
主
査
共
に
欠
席
し

た
た
め
、
出
席
分
科
担
当
委
員
中
の
年
長
者
飯
田
精
太
郎
君
が
主
査
の
職
務
を
行
っ
た
。

一
九
〇　

分
科
会
が
議
事
を
開
き
議
決
す
る
に
は
、
分
科
担
当
委
員
の
半
数
以

上
の
出
席
を
要
す
る

分
科
会
が
議
事
を
開
き
議
決
す
る
に
は
、
委
員
会
の
例
に
よ
り
、
分
科
担
当
委
員
実
数
の
半
数
以
上
の
出
席
を
要
す
る
。

な
お
、
開
会
後
退
席
者
が
あ
っ
て
一
時
定
足
数
を
欠
く
場
合
に
お
い
て
も
、
質
疑
に
つ
い
て
は
分
科
会
を
継
続
し
た
例

が
少
な
く
な
い
。

参
照　

四
七
号
、
四
八
号

（
規
第
七
五
条
）

（
国
第
四
九
条
）



一
八
〇

一
九
一　

分
科
会
に
お
い
て
は
、
各
省
各
庁
別
に
細
目
に
わ
た
る
説
明
を
聴
き

質
疑
を
行
う

分
科
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
担
当
事
項
に
つ
き
、
各
省
各
庁
別
に
そ
れ
ぞ
れ
所
管
の
国
務
大
臣
等
か
ら
細
目
に
わ
た
る

説
明
を
聴
き
、
質
疑
を
行
う
。

な
お
、
分
科
会
に
お
い
て
は
、
第
七
回
国
会
ま
で
は
質
疑
の
後
、
討
論
採
決
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
行
っ
て
い

な
い
。

参
照　

六
五
号
、
諸
表
一
七

一
九
二　

分
科
担
当
委
員
外
委
員
の
発
言
を
許
可
し
た
例

第
四
十
三
回
国
会
予
算
委
員
会
第
一
分
科
会
（
昭
和
三
十
八
年
三
月
二
十
五
日
）
に
お
い
て
、
昭
和
三
十
八
年
度
総
予

算
中
皇
室
費
の
審
査
に
当
た
り
、
当
該
分
科
担
当
委
員
外
委
員
田
中
一
君
が
質
疑
の
た
め
発
言
を
求
め
た
と
こ
ろ
、

分
科
会
は
こ
れ
を
許
可
し
た
。

そ
の
他
同
例
が
あ
る
。

（
規
第
四
四
条
）



一
八
一

第
三
章　

分
科
会　
　

（
一
九
一
―
一
九
四
）

参
照　

一
二
四
号

一
九
三　

分
科
会
に
国
務
大
臣
等
の
出
席
を
求
め
る
に
は
、
主
査
か
ら
直
接
こ

れ
を
行
う
の
を
例
と
す
る

分
科
会
に
国
務
大
臣
等
の
出
席
を
求
め
る
に
は
、
主
査
か
ら
直
接
こ
れ
を
行
う
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

二
四
七
号
―
二
四
九
号
、
二
五
一
号

一
九
四　

分
科
会
へ
の
参
考
人
の
出
席
要
求
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
に
お
い
て

あ
ら
か
じ
め
委
員
長
に
一
任
す
る
の
を
例
と
す
る

分
科
会
へ
の
参
考
人
の
出
席
要
求
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
に
お
い
て
分
科
会
設
置
の
際
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
に
一
任

し
、
委
員
長
は
、
分
科
会
の
要
請
に
基
づ
き
こ
れ
を
行
う
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

二
七
三
号
、
二
七
七
号

（
規
第
一
八
六
条
）



一
八
二

一
九
五　

分
科
会
に
お
い
て
、
各
省
各
庁
に
対
し
資
料
提
出
の
要
求
が
あ
る
と

き
は
、
主
査
か
ら
直
接
こ
れ
を
求
め
る
の
を
例
と
す
る

分
科
会
に
お
い
て
、
分
科
担
当
委
員
か
ら
各
省
各
庁
に
対
し
、
資
料
提
出
の
要
求
が
あ
り
、
別
段
異
議
も
な
い
と
き
は
、

主
査
か
ら
直
接
こ
れ
を
求
め
る
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

二
八
二
号

一
九
六　

分
科
会
の
審
査
が
終
わ
っ
た
と
き
は
、
主
査
か
ら
そ
の
旨
の
報
告
書

を
委
員
長
に
提
出
し
、
質
疑
応
答
の
概
要
を
口
頭
を
も
っ
て
委
員
会

に
報
告
す
る

分
科
会
の
審
査
が
終
わ
っ
た
と
き
は
、
主
査
か
ら
審
査
を
終
了
し
た
旨
の
報
告
書
を
委
員
長
に
提
出
し
、
分
科
会
に
お

け
る
質
疑
応
答
の
概
要
を
口
頭
を
も
っ
て
委
員
会
に
報
告
す
る
。



一
八
三

第
三
章　

分
科
会　
　

（
一
九
五
―
一
九
八
）

一
九
七　

分
科
会
の
審
査
期
間
中
に
委
員
会
を
開
い
た
例

第
二
回
国
会
予
算
委
員
会
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
一
日
）
に
お
い
て
、
昭
和
二
十
三
年
度
一
般
会
計
予
算
外
一
件
（
予

備
審
査
）
の
審
査
に
当
た
り
、
分
科
会
の
審
査
が
終
了
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
内
閣
の
当
該
予
算
に
対
す
る
修
正
の

意
向
が
明
ら
か
に
な
り
、
か
つ
、
そ
の
修
正
が
当
該
予
算
の
全
般
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
修
正
部
分
に
関

し
て
審
査
を
行
っ
た
。

参
照　

六
五
号

一
九
八　

分
科
会
の
消
滅
時
期

分
科
会
は
、
分
科
会
に
付
さ
れ
た
案
件
が
議
院
の
会
議
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
と
き
に
消
滅
す
る
が
、
会
期
中
に
議
院

の
会
議
に
お
い
て
議
決
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
会
期
の
終
了
と
同
時
に
消
滅
す
る
。

決
算
委
員
会
に
お
い
て
、
決
算
に
つ
き
閉
会
中
も
な
お
審
査
を
継
続
し
た
場
合
に
は
、
分
科
会
は
次
の
国
会
の
開
会
と

同
時
に
消
滅
す
る
。

（
規
第
七
五
条
）



一
八
四

○
分
科
会
の
消
滅
時
期
に
関
す
る
議
院
運
営
委
員
会
決
定

第
一
回
国
会
議
院
運
営
委
員
会
（
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
三
日
）

分
科
会
は
会
期
の
終
了
と
同
時
に
消
滅
す
る
も
の
と
す
る
。


